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別紙１  用語の定義 

 

本要求水準書において使用する 用語の定義は、 以下のと おり と する 。  

No. 用語 定義 

1 本事業 淵野辺駅南口周辺ま ちづく り 事業（ 鹿沼公園・ 複合施設整

備運営）  

2 事業契約 PFI 法第 14 条第１ 項に基づき 、 本市と 事業者と の間で締

結する 契約 

3 事業者 事業契約に基づき 統括管理、 設計、 建設、 工事監理、 維持

管理及び運営の各業務を実施する 民間事業者（ 特別目的会

社（ SPC））  

4 事業者等 事業者又は事業者の構成企業若し く は協力企業 

5 構成企業 SPC に対し て出資する 企業 

6 協力企業 SPC に対し て出資せず、 SPC から 業務の発注を受ける 企業 

7 ま ちづく り ビジョ ン 「 次世代に引き 継ぐ 淵野辺駅南口周辺のま ちづく り ビジョ

ン～鹿沼公園・ 公共施設再整備に向けて～」（ 令和５

（ 2023） 年３ 月策定）  

8 ま ちづく り プラ ン 「 次世代に引き 継ぐ 淵野辺駅南口周辺のま ちづく り プラ ン

～鹿沼公園・ 複合施設整備基本計画～」（ 令和７ （ 2025）

年３ 月策定）  

9 複合施設 既存施設である 「 図書館・ 視聴覚ラ イ ブラ リ ー」、「 大野北

公民館」、「 大野北ま ちづく り センタ ー」、「 青少年学習セン

タ ー」、「 あさ ひ児童館」、「 さ がみはら 国際交流ラ ウ ンジ」

の６ 施設を集約・ 複合化し た施設 

10 鹿沼公園 本事業で整備運営の対象と なる 公園で、 現鹿沼公園に現図

書館敷地を加えて拡張し た区域 

11 鹿沼公園北側エリ ア 鹿沼公園のう ち、 市道鹿沼台 11 号を挟んで淵野辺駅側の

エリ ア 

12 鹿沼公園南側エリ ア 鹿沼公園のう ち、 市道鹿沼台 11 号を挟んで国道 16 号側の

エリ ア 

13 立体都市公園エリ ア 複合施設の屋上で立体都市公園の立体的区域と なる 範囲 

14 屋上公園エリ ア 複合施設の屋上で公園機能を設ける 範囲（ 立体都市公園エ

リ アを含む）  

15 災害等 地震、 風水害、 感染症等の流行その他の災害 
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16 さ がみはら 津久井産材 相模原市内で生産さ れた木材で、 さ がみはら 津久井産材利

用拡大協議会から 「 さ がみはら 津久井産材流通確認証」 が

発行さ れたも の 

17 Ｓ ネッ ト  相模原市公共施設予約シス テム「 さ がみはら ネッ ト ワ ーク

シス テム」  

18 点検 建築物や設備の機能及び劣化の状態を日常的に調べる こ と  

19 定期点検 必要な資格又は特別な専門知識を有する 者が定期的に行う

点検 

20 保守 建築物等の必要と する 性能又は機能を維持する ために行う

消耗品又は材料の取り 換え、 注油、 汚れや埃の除去、 部品

の調整等の日常的な軽微な作業 

21 予防保全 建築物や設備の損傷が顕在化する 前に予防的に対策を行う

こ と  

22 修繕 建築物や設備の劣化し た部分又は機能が低下し た部分を原

状又は実用上支障のない状態ま で回復さ せる こ と  

23 更新 建築物や設備の劣化し た部分又は機能が低下し た部分を新

し いも のに取り 換える こ と  

24 中規模改修工事 建築物等の機能・ 性能を新築時（ 初期） の状態に戻す（ 機

能回復） ため、 原則と し て建築後、 おおむね 20 年経過及

び 60 年経過を目安に実施する 工事 

25 長寿命化改修工事 建築物等の機能・ 性能を新築時（ 初期） の状態に戻す（ 機

能回復） こ と に加え、 新たな時代のニーズに対応（ 機能向

上） する ため、 原則と し て建築後、 おおむね 40 年経過を

目安に実施する 工事 

26 日常清掃 快適かつ安全な環境を保つための日常的な清掃作業 

27 定期清掃 日常清掃では落と し き れない汚れを落と すための定期的な

清掃作業、 定期的なメ ンテナンス が必要な場所の清掃作業 

28 特殊清掃 日常清掃や定期清掃では落と し き れない汚れを落と すため

の大規模な清掃作業 

29 青少年 おおむね 30 歳未満の者 

30 自主事業 本要求水準書において求める 業務のほか、 事業者の任意提

案によ り 実施でき る 事業 

31 事業者提案施設 本要求水準書において整備を求める 各施設のほか、 事業者

の任意提案によ り 整備でき る 施設 

 


